
○国立大学法人横浜国立大学産学官連携研究施設使用規則 

(平成24年12月20日規則第134号) 

改正 平成25年9月20日規則第69号 平成26年12月22日規則第88号 

平成27年9月10日規則第63号 平成29年3月30日規則第69号 

平成30年3月29日規則第47号 令和7年3月28日規則第44号 
 

(目的) 

第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号)第

39条第2項の規定に基づき、産学官連携を推進するため共同研究、共同研究講座、横浜国

立大学（以下「本学」という。）の研究成果に基づく起業及び外部資金による研究プロジ

ェクト等の実施を支援することを目的に、産学官連携研究施設の使用に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

(対象施設) 

第2条 この規則において、産学官連携研究施設とは、研究推進機構長（以下「機構長」とい

う。）が管理する施設のうち、前条の目的のために機構長が指定する研究室、実験室、事

務室及びワーキングスペース（以下「実験室等」という。）をいう。 

(申請資格) 

第3条 実験室等の使用を申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者（予定する者を

含む。）とする。 

(1) 共同研究を実施する本学の教職員 

(2) 共同研究講座に属する本学の教職員 

(3) 受託研究を実施する本学の教職員 

(4) 大型の科学研究費助成事業（「競争的外部資金」を含む。）等の補助金を受けて研究

を実施する本学の教職員 

(5) リスク共生に関する研究･技術の実装のための活動を実施する本学の教職員 

(6) 本学のシーズを生かしたベンチャー企業の起業を予定している本学の教職員 

(7) 本学のシーズを基に設立した起業後5年以内のベンチャー企業の起業者 

(8) その他機構長が特に認めた者 

(使用期間) 

第4条 実験室等を使用できる期間は、1年以内とする。ただし、当該年度末日を超えること

はできない。 

2 前項の規定による使用期間は、研究の進捗状況等により2回まで更新することができる。

ただし、機構長が特別の事由があると認めた場合は、4回を限度として更新することができ

る。 

(使用申請) 

第5条 実験室等の使用を希望する者（以下「研究代表者等」という。）の使用申請（前条第

２項による更新の場合を含む。以下、同じ。）は、次の各号に定める期日までに、産学官

連携研究施設使用(新規・更新)申請書（別紙様式１）に必要書類を添えて機構長に申請しな

ければならない。 



(1) 第3条第1号から第5号及び第8号の者にあっては毎年1月（前期分）及び8月（後

期分）の末日 

(2) 第3条第6号及び第7号の者にあっては毎年1月末日 

2 機構長は、前期分の使用申請に対しその使用を承認する場合は、後期分の申請ができるよ

う配慮しなければならない。 

(使用の承認) 

第6条 機構長は、前条に定める申請があった場合、使用承認の可否及び経費の負担等につい

て次条に定める産学官連携研究施設使用審査委員会（以下「審査委員会」という。）の議

を経なければならない。 

(審査委員会) 

第7条 実験室等の使用に関する審議を行うため、審査委員会を設置し、次に掲げる者をもっ

て組織する。 

(1) 機構長 

(2) 産学官連携推進部門長 

(3) 研究支援室長 

(4) 産学官連携支援室長 

(5) 知的財産支援室長 

(6) 研究・学術情報部長 

(7) その他、機構長が指名する者 若干人 

2 前項第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

3 審査委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。 

4 審査委員会が必要と認めたときは、追加資料の提出、審査委員会への出席を求め、説明又

は面接調査等を行うことができる。 

5 実験室等の使用を承認されている研究代表者等は、当該年度第5条第1項各号に定める期

日までに研究等の進捗状況を機構長が別に定める様式により審査委員会に報告しなければ

ならない。 

(実験室等の割当て) 

第8条 審査委員会は、使用申請を承認したときは使用目的にあった実験室等を割り振るもの

とする。 

2 審査委員会は、現に実験室等を使用している研究代表者等に、次年度においても引き続き

使用を承認する場合は、原則として現に使用している実験室等を割り当てるものとする。 

3 研究代表者等は、使用開始日の1週間前までであれば、割り当てられた実験室等を研究代

表者等同士の合意により交換することができる。 

4 前項の規定により実験室等を交換したときは、直ちにその旨を機構長に報告しなければな

らない。 

(使用料及び経費の負担) 

第9条 実験室等の使用が承認された研究代表者等は、次に定める使用料を支払わなければな

らない。 



(1) 第3条第1号から第5号に定める研究代表者等 1平米当たり月額500円 

(2) 第3条第6号及び第7号に定める研究代表者等で使用開始日から3年度未満の場合 1

平米当たり月額700円 

(3) 第3条第6号及び第7号に定める研究代表者等で使用開始日から3年度以上5年度以

下の場合 1平米当たり月額2,000円 

(4) 第3条第8号に定める研究代表者等 使用目的及び使用期間に基づき、前3号に定め

る額で機構長が指定する額 

2 研究代表者等は、実験室等において使用した光熱水料及び実験室等にかかる経費を負担し

なければならない。使用料、光熱水料及び実験室等にかかる経費の徴収方法は別に定める。 

(使用上の義務) 

第10条 研究代表者等は、災害発生の防止を図るとともに、関係法令等、学内規則等及び機

構長が別に定める実験室等使用の義務等を順守しなければならない。 

2 研究代表者等は、自ら搬入・設置等のできない機器等の搬入又は撤去をする場合は、搬入

又は搬出のための計画書（別紙様式2）を機構長に提出しなければならない。 

3 実験室等で毒物又は劇物に該当する薬品等を使用する研究代表者等は、その薬品等につい

て責任を持って管理し、機構長が求める場合は、速やかにその管理状況を報告しなければ

ならない。 

(実験室等の仕様変更) 

第11条 研究代表者等は、実験室等の仕様を変更する場合は、事前に変更後の仕様書を機構

長に提出し、許可を受けなければならない。 

(退去) 

第12条 使用承認期間満了前に、実験室等を退去しようとする研究代表者等は、退去予定日

の1月前までに機構長に申出なければならない。 

2 研究代表者等は、使用した実験室等を退去日までに使用開始前の状態に回復させなければ

ならない。 

(取消・使用の一時停止) 

第13条 機構長は、使用申請に虚偽があった場合、第9条に定める使用料及び経費の支払い

がない場合又は第 10 条に定める使用上の義務等を果たしていないと機構長が認めた場合は、

その使用の承認内容を変更し又は承認を取り消すことができる。 

2 機構長は、施設・人身等の安全を確保するために必要と認める場合は、実験室等の一時使

用を停止させることができる。 

(事務) 

第14条 産学官連携研究施設の使用に関する事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課が

行う。 

(雑則) 

第15条 この規則に定めるもののほか、産学官連携研究施設の使用に関し必要な事項は、国

立大学法人横浜国立大学研究推進機構運営会議の議を経て、機構長が別に定める。 

附 則 

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。 



2 横浜国立大学インキュベーション施設使用細則(平成16年規則第597号)は廃止する。 

3 この規則の施行日の前日に、現に共同研究推進センター、インキュベーション施設又はベ

ンチャー・ビジネス･ラボラトリー施設を使用していた研究代表者等にあっては、第4条第

2項の規定による1回目の更新を機構長に承認されたものとして取り扱う。 

4 前項の場合で、施行日に使用期間が5年度を超えることとなる場合の使用料は、第9条の

規定にかかわらず、1平米当たり月額3,000円とする。 

附 則(平成25年9月20日規則第69号) 
 

この規則は、平成25年10月1日から施行する。 

附 則(平成26年12月22日規則第88号) 
 

この規則は、平成27年1月1日から施行する。 

附 則(平成27年9月10日規則第63号) 
 

この規則は、平成27年10月1日から施行する。 

附 則(平成29年3月30日規則第69号) 
 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則(平成30年3月29日規則第47号) 
 

この規則は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年3月28日規則第44号) 
 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

別紙様式1(第5条関係) 

別紙様式1 

[別紙参照] 

添付書類１・２ 

[別紙参照] 

添付書類３ 

[別紙参照] 

別紙様式2(第10条関係) 

別紙様式２ 

[別紙参照] 



別紙様式１ 

横浜国立大学産学官連携研究施設使用(新規・更新)申請書 

年  月  日  

横浜国立大学研究推進機構長 殿 

                   申  請  者  所 属                

                  （研究代表者等） 職 名                

氏 名                 

                       連絡先 ＴＥＬ                

                         Ｅ-ｍａｉｌ                

 産学官連携研究施設を使用したく，下記のとおり申請します。 

研究課題名 
 

研究目的・内容 

(具体的に記述) 

 

 

申請資格 第 3 条 

□第 1号 □第 2号 □第 3号 □第 4号 □第 5号 □第 6号 □第 7号 □第 8号 

使用を希望す

る施設名及び

仕様又は面積 

□共同研究推進センター棟（□化学系実験室 □物理系実験室 □ﾜｰｷﾝｸﾞﾙｰﾑ） 

□総合研究棟Ｅ棟 1 階・2階（□59 ㎡ □82 ㎡ □  ㎡） 

希望部屋番号 （                 ）※未定の場合は記載不要 

研究代表者及

び研究参加者 

添付書類 1に全員分の所属部署・職名・氏名・連絡先(TEL･E-mail)を記載し添付すること。 

企業等研究者 

(ベンチャー企

業の代表者) 

(所属) 

(職名)             (氏名) 

連絡先 ＴＥＬ         Ｅ-ｍａｉｌ 

施設使用者 添付書類 2に全員分の所属部署・職名・氏名・連絡先(TEL･E-mail)を記載し添付すること。 

 

研究の総額（第 3 条第 1 号から第 5号に該当する場合） 円(当該年度分) 

研究の契約期間（第 1号から第 4 号に該当する場合） 年  月  日 ～   年  月  日 

使用期間 
使用希望期間：   年  月  日～   年  月  日 

理由： 

ドラフトチャンバー使用の有無 □使用する □使用しない 

搬入機材の有無 □有り （機器の名称                      ）□なし 

重量機器の有無 □有り（機器の名称及び重量                  ㎏）□なし 

危険物等の有無 □有り □なし （※有りの場合は種類・名称・安全対策を記入） 

 

その他 振動、騒音、電気的ノズル、有毒ガス、臭気、廃水処理等の発生の有無 

□有り □なし （※有りの場合は種類・名称・安全対策を記入） 

 

注１ この様式に記載しきれない場合は、別紙(様式自由)に記載し添付して下さい。 

注 2 第 3条第 6号又は第 7号により申請する場合、添付書類 3により企業に関する説明書を添付して下さい。 



 

 
 

 
  

別紙様式２ 

 

横浜国立大学産学官連携研究施設機器搬入・搬出の計画書 

 
年  月  日 

 
横浜国立大学研究推進機構長 殿 

 
搬入 

下記のとおり産学官連携研究施設において機器の       を行いますので、 

搬出 
提出します。 

 
申請者氏名               
(利用代表者)              

所 属               

内 線 番 号               
 

機器名  

名称・形式：  

メーカー名： 

台 数 ： 台 

機器名  

名称・形式：  

メーカー名： 

台 数 ： 台 

機器名  

名称・形式：  

メーカー名： 

台 数 ： 台 

機器名  

名称・形式：  

メーカー名： 

台 数 ： 台 

搬入・搬出希望日   年  月  日（ 曜日） 

備   考  

◎ 機器ごとに記入してください。 
◎ 財産監守のため搬出・搬入先の室に立入ることがある。 

 



 

 
 

 
  

 

添付書類１ 

 

研究代表者及び研究参加者名簿 
所 属 部 署 役 職 名 氏     名 連絡先(TEL･E-mail) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ※研究代表者の氏名前に◎を付して下さい。 

 

 

 

添付書類２ 

施 設 使 用 者 名 簿 

所 属 部 署 役 職 名 氏     名 連絡先(TEL･E-mail) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



添付書類３ 

ベンチャー企業に関する説明書 

 
１．ベンチャー企業の構想概要 

事 業 概 要         

事 業 分 野         

本学シーズの内容  

 

２．研究開発の目標 

研究開発の概要 

(１)実用化しようとする技術・製品・サービスの概要（適宜、グラフ、図面、写真などを挿入。） 

 

(２)想定される用途・分野 

 

(３)市場性 

 ①想定される市場の動向と競合分析 

 

 ②期待される経済的効果 

 

 ③期待される社会的効果 

 

３．企業化に向けたこれまでの取り組み状況（企業化している場合は、営業報告書を必ず添付し、事業内

容については企業パンフレットで代用可） 

(１)組織・人材面 

 

(２)事業（研究開発）面 

 

(３)資金計画面（国等の公的資金の援助を受けている場合は、必ずその旨を記入願います。） 

 ①施設使用料及び光熱水料などの負担方法等 

 

 ②会社設立のための資金又は会社の維持費等 

 

(４)その他参考事項（準備状況だけでなくアドバイスを受けたい事項なども併せて記入願います。） 

 

４．年間計画 

実施時期 実 施 項 目 内     容 

   

 

５．専 門 用 語 の 説 明 

用 語 説 明             

  

 

６．事業開発及び企業化に関する実施体制 
組織図を記述して下さい。 
関係者の関連・役割分担等を明確にして下さい。 

 


